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●住宅における電気火災に注意

　近年、電気器具類を発火源とする住宅火災の件数が増加しています。

次の３つの電気器具類は、出火の原因となりやすいので、適切に使用・維持管理をするようにしてください。

① 充電式電池・リチウム電池

・使用方法を守りましょう。

・電池をぶつけたり、濡らしてしまった時は、電池に異常がないか確認しましょう。

・電池が膨らむなど少しでも異常があれば、使用をやめましょう。

② 家電製品（電気ストーブ、家庭用調理器など）

・長時間の加熱に気をつけましょう。

・電子レンジでは金属製のものを温めてはいけません。

・こまめな清掃を行いましょう。

③ プラグ・コード類

・配線の状態、差し込み状況などを確認しましょう。

・タップは定格電流を超えないよう管理しましょう。
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5月22日（木）、日南町上下水道料金等審議会を代表して高部会長･江澤副会長から答申がありました。
どのような内容だったのか、簡単にまとめてみました。

上下水道料金等のあり方について答申がありました！

①水道料金
・令和８年４月請求分から水道料金を1.15倍に値上げすることを検討してはどうか
　（安定して水を供給する施設を修繕する費用が足りなくなるので･･･）
・それでも足りない分は、町で負担してほしい
・この料金改定は５年間の予定で、令和10年度に検証

②下水道料金
・この度は値上げしない
・令和10年度に、水道料金とあわせて検証

③消費税の取扱
・税込から、税抜き＋消費税の外税方式

④経費を抑える
・適正な施設管理と、料金の未納対策

【問合せ】役場建設課　TEL：82－1113

ほかにも･･･
・値上げはできるだけ少なくして
・井戸の補助は継続拡充してほしい
・値上げ前にはしっかり説明してほしい
・適切なサービス提供をお願いしたい

詳しい内容はホームページに掲載していますのでご覧ください。


